
江東区中小企業融資申込書別記第1号様式（第15条関係） （R8. 4）

申　　請　　日 令和　　年　　月　　日

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のとおり融資資金を借入れしたいので、以下
の確認事項に同意し、必要書類を添えて申込みます。
【確認事項】
・金融機関及び信用保証協会の審査により、申込内容のとおり融資が実行されない場合があります。
・�区から信用保証料補助を受け、繰上償還等により信用保証料の返還が生じた場合は、区へ信用保証料補助金を必ず返納します。 
それに伴い、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合は、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・江東区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しません。

法 人 名・ 商 号
フリガナ

□ 個人
□ 法人

利用
実績

区 □ 有 □ 無

保証協会 □ 有 □ 無

代表者（個人）名
フリガナ

生年
月日

□ 大正
□ 昭和
□ 平成

年　　月　　日（　　歳）

法人：本店所在地
個人：住所（自宅）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

事 業 所 所 在 地
（営業所・店舗・工場）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

業 種
e 主な取扱商品　　　　　　　r
d 　　　　　　　　　　　　　f
c 　　　　　　　　　　　　　v

□ 製造業等　　□ 建設業　□ 運輸業　
□ 卸 ･小売業　□ 飲食業　□ サービス業　□ その他

従 業 員 数
常用（役員・家族を除く。）	 名
常用（役員・家族）	 名
臨時（パート含む。）	 名

資本金 万円 許認可
番　号 有効期限（　　年　　月　　日）

区内開業年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日 法人設立年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日

融 資 資 金 名
（希望するものに✓□）

【小規模企業特別資金（小特）一般】
□ 小特運転（一般）121
□ 小特設備（一般）122
【小規模企業特別資金（小特）小口】
□ 小特運転（小口零細企業保証制度）123※
□ 小特設備（小口零細企業保証制度）124※
□ 小特借換（小口零細企業保証制度）130※
※小特借換（小口零細企業保証制度）を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

※小規模企業特別資金（小特）小口を希望する場合は、次の条件を満たしていることを確認し、✓□をしてください。
□ 全国の信用保証協会の保証付き融資残高（新規申込額を含む。）が2,000万円以下である。
【一般資金又は目的別資金】
□ 運転101※　　□ 短期運転102※　　□ 設備103※　　□ 借換115※　　□ チャレンジサポート131
□ 事業承継支援132　　□ 経営改善支援133　　□ ＤＸ・生産性向上推進134

【その他資金（上記にあてはまらない場合は資金名を記入）】
□ [　　　　　　　　　　　　資金]（特例制度名称：　　　　　　　　　　　　　）
※運転、短期運転、設備、借換は信用保証料の補助がありません。
※借換資金を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

資 金 使 途
（希望するものに✓□）

運転資金【 □ 商品材料仕入　□ 給料支払　□ 買掛金等決済　□ 外注費支払 】
設備資金【 □ 設備購入（□ 機械　□ 什器備品　□ 車両運搬具）□ 店舗増改築　□ 入居保証金 】
借換資金【 □ 借換】　その他【 □［　　　　　　　　　　　　　　　　］ 】

申込金融機関名
銀行
信用金庫
信用組合

支店
金融機関コード

借 入 希 望 金 額
返 済 希 望 期 間 万円 年　　　か月（うち据置　　　か月）

※
太
枠
内
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
該
当
項
目
に
✓□
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区記入欄

あっせん番号

事業年度 年　　月 ～　　年　　月

法人税・所得税 完納・非課税

法人都民税・特別区民税 完納（　　　期） ・ 非課税

利　用　者　番　号

江東区長　殿

区
提
出
用
①



江東区中小企業融資申込書別記第1号様式（第15条関係） （R8. 4）

申　　請　　日 令和　　年　　月　　日

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のとおり融資資金を借入れしたいので、以下
の確認事項に同意し、必要書類を添えて申込みます。
【確認事項】
・金融機関及び信用保証協会の審査により、申込内容のとおり融資が実行されない場合があります。
・�区から信用保証料補助を受け、繰上償還等により信用保証料の返還が生じた場合は、区へ信用保証料補助金を必ず返納します。 
それに伴い、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合は、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・江東区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しません。

法 人 名・ 商 号
フリガナ

□ 個人
□ 法人

利用
実績

区 □ 有 □ 無

保証協会 □ 有 □ 無

代表者（個人）名
フリガナ

生年
月日

□ 大正
□ 昭和
□ 平成

年　　月　　日（　　歳）

法人：本店所在地
個人：住所（自宅）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

事 業 所 所 在 地
（営業所・店舗・工場）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

業 種
e 主な取扱商品　　　　　　　r
d 　　　　　　　　　　　　　f
c 　　　　　　　　　　　　　v

□ 製造業等　　□ 建設業　□ 運輸業　
□ 卸 ･小売業　□ 飲食業　□ サービス業　□ その他

従 業 員 数
常用（役員・家族を除く。）	 名
常用（役員・家族）	 名
臨時（パート含む。）	 名

資本金 万円 許認可
番　号 有効期限（　　年　　月　　日）

区内開業年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日 法人設立年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日

融 資 資 金 名
（希望するものに✓□）

【小規模企業特別資金（小特）一般】
□ 小特運転（一般）121
□ 小特設備（一般）122
【小規模企業特別資金（小特）小口】
□ 小特運転（小口零細企業保証制度）123※
□ 小特設備（小口零細企業保証制度）124※
□ 小特借換（小口零細企業保証制度）130※
※小特借換（小口零細企業保証制度）を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

※小規模企業特別資金（小特）小口を希望する場合は、次の条件を満たしていることを確認し、✓□をしてください。
□ 全国の信用保証協会の保証付き融資残高（新規申込額を含む。）が2,000万円以下である。
【一般資金又は目的別資金】
□ 運転101※　　□ 短期運転102※　　□ 設備103※　　□ 借換115※　　□ チャレンジサポート131
□ 事業承継支援132　　□ 経営改善支援133　　□ ＤＸ・生産性向上推進134

【その他資金（上記にあてはまらない場合は資金名を記入）】
□ [　　　　　　　　　　　　資金]（特例制度名称：　　　　　　　　　　　　　）
※運転、短期運転、設備、借換は信用保証料の補助がありません。
※借換資金を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

資 金 使 途
（希望するものに✓□）

運転資金【 □ 商品材料仕入　□ 給料支払　□ 買掛金等決済　□ 外注費支払 】
設備資金【 □ 設備購入（□ 機械　□ 什器備品　□ 車両運搬具）□ 店舗増改築　□ 入居保証金 】
借換資金【 □ 借換】　その他【 □［　　　　　　　　　　　　　　　　］ 】

申込金融機関名
銀行
信用金庫
信用組合

支店
金融機関コード

借 入 希 望 金 額
返 済 希 望 期 間 万円 年　　　か月（うち据置　　　か月）

※
太
枠
内
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
該
当
項
目
に
✓□
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区記入欄

あっせん番号

利　用　者　番　号

金融機関　殿　�下記の者から融資の申込みを受理しました 
ので、紹介書を交付します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
注意事項：�融資の可否決定後、速やかに「江東区中小企業融資結果報告書」及び、融資実行の場合「補助金委任状」と

「信用保証書の写し」を提出願います。提出がありませんと信用保証料・利子補助手続きに支障をきたし、 
お客様にご迷惑がかかります。

※　結果報告書は、可否にかかわらず必ず提出してださい。

金
融
機
関
用
②



江東区中小企業融資申込書別記第1号様式（第15条関係） （R8. 4）

申　　請　　日 令和　　年　　月　　日

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のとおり融資資金を借入れしたいので、以下
の確認事項に同意し、必要書類を添えて申込みます。
【確認事項】
・金融機関及び信用保証協会の審査により、申込内容のとおり融資が実行されない場合があります。
・�区から信用保証料補助を受け、繰上償還等により信用保証料の返還が生じた場合は、区へ信用保証料補助金を必ず返納します。 
それに伴い、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合は、区から信用保証協会に対し個人情報の照会を行うことに同意します。
・江東区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しません。

法 人 名・ 商 号
フリガナ

□ 個人
□ 法人

利用
実績

区 □ 有 □ 無

保証協会 □ 有 □ 無

代表者（個人）名
フリガナ

生年
月日

□ 大正
□ 昭和
□ 平成

年　　月　　日（　　歳）

法人：本店所在地
個人：住所（自宅）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

事 業 所 所 在 地
（営業所・店舗・工場）

〒　　　−　　　　　
江東区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　　）

業 種
e 主な取扱商品　　　　　　　r
d 　　　　　　　　　　　　　f
c 　　　　　　　　　　　　　v

□ 製造業等　　□ 建設業　□ 運輸業　
□ 卸 ･小売業　□ 飲食業　□ サービス業　□ その他

従 業 員 数
常用（役員・家族を除く。）	 名
常用（役員・家族）	 名
臨時（パート含む。）	 名

資本金 万円 許認可
番　号 有効期限（　　年　　月　　日）

区内開業年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日 法人設立年月日
□ 明治 □ 大正
□ 昭和 □ 平成
□ 令和

年　　　月　　　日

融 資 資 金 名
（希望するものに✓□）

【小規模企業特別資金（小特）一般】
□ 小特運転（一般）121
□ 小特設備（一般）122
【小規模企業特別資金（小特）小口】
□ 小特運転（小口零細企業保証制度）123※
□ 小特設備（小口零細企業保証制度）124※
□ 小特借換（小口零細企業保証制度）130※
※小特借換（小口零細企業保証制度）を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

※小規模企業特別資金（小特）小口を希望する場合は、次の条件を満たしていることを確認し、✓□をしてください。
□ 全国の信用保証協会の保証付き融資残高（新規申込額を含む。）が2,000万円以下である。
【一般資金又は目的別資金】
□ 運転101※　　□ 短期運転102※　　□ 設備103※　　□ 借換115※　　□ チャレンジサポート131
□ 事業承継支援132　　□ 経営改善支援133　　□ ＤＸ・生産性向上推進134

【その他資金（上記にあてはまらない場合は資金名を記入）】
□ [　　　　　　　　　　　　資金]（特例制度名称：　　　　　　　　　　　　　）
※運転、短期運転、設備、借換は信用保証料の補助がありません。
※借換資金を利用する場合は、借換依頼書を併せてご提出ください。

資 金 使 途
（希望するものに✓□）

運転資金【 □ 商品材料仕入　□ 給料支払　□ 買掛金等決済　□ 外注費支払 】
設備資金【 □ 設備購入（□ 機械　□ 什器備品　□ 車両運搬具）□ 店舗増改築　□ 入居保証金 】
借換資金【 □ 借換】　その他【 □［　　　　　　　　　　　　　　　　］ 】

申込金融機関名
銀行
信用金庫
信用組合

支店
金融機関コード

借 入 希 望 金 額
返 済 希 望 期 間 万円 年　　　か月（うち据置　　　か月）

※
太
枠
内
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
該
当
項
目
に
✓□
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区記入欄

あっせん番号

利　用　者　番　号

申込人　殿　　�下記のとおり融資の申込みを受理しました 
ので、紹介書を交付します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
注意事項：��信用保証料補助のある融資資金は、区で定める額を補助します。（補助のない資金もあります） 

利子補助のある融資資金は、原則として当初約定に基づく返済終了までの各年度中に支払った利子の一部を補助します。 
補助金申請手続は、「江東区中小企業融資申込者紹介書」3 枚目・4 枚目の補助金委任状により委任していただいた金融機関が行います。 
なお、交付時は事前に補助金交付決定通知書を送付し、取扱金融機関の口座に振り込みます。 
融資申込みにより区が取得した個人情報は、区の中小企業融資業務の範囲内で必要に応じて金融機関及び信用保証協会へ提供することがあります。

本
人
控

③


